
京都市告示第   号 

 

 平成１６年５月１８日京北町告示第２１号（町道路線認定），同第２２号（町道路線の

区域決定）及び同第２３号（町道路線の供用開始）の一部並びに平成１９年３月１９日京

都市告示第４０２号（延長の改正，幅員の増加）の一部を次のように改めます。 

  平成２９年 ９月１２日 

京都市長 門 川 大 作 

 

 表中 

「 

路 線 名 起 点 地 番 終 点 地 番 延 長（ｍ） 

河端支線 
大字京北周山町上ノ段

23－２ 

大字京北周山町上ノ段

23－２ 
５０ 

」 

 を 

「 

路 線 名 起 点 地 番 終 点 地 番 延 長（ｍ） 

河端支線 
大字京北周山町上ノ段

23－２ 

大字京北周山町上ノ段

20－３ 
５０ 

」 

 

 

 

 

 

 

３３６



 表中 

「 

路 線 名 延 長（ｍ） 敷地の幅員 

河端支線 ６６．８０ ４．３０～５．１０ 

」 

 を 

「 

路 線 名 延 長（ｍ） 敷地の幅員 

河端支線 ６９．８０ ４．３０～５．１０ 

」 

に改めます。 

（建設局土木管理部道路明示課） 


